
件  名 

埼玉県教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規

則の一部を改正する規則について 
 
提出理由  

 埼玉県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の改正に伴い、埼玉

県教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則につ
いて、埼玉県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第４条第１項の規
定に基づき専決処理をしたので、同条第２項の規定により報告します。 

 
概  要  

１ 専決処理した理由 
  埼玉県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する

条例が県議会令和８年２月定例会において成立し、規則の一部改正について緊急に
処理する必要が生じ、かつ、教育委員会の会議を招集するいとまがなかったため。 

 

２ 専決処理の状況 
⑴ 専決処理日 

   令和８年３月２７日 

報告事項ア 

（総務課） 1



⑵ 規則の公布日 

 令和８年３月３１日 
 

３ 規則の内容 

⑴ 規則の概要 
   埼玉県教育委員会の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法について、必要な事項を定めるもの 

⑵ 改正の概要 
・添付書面等の省略が可能となる条例改正に関連した規定の整備 
・国の関連法令に準じた規定等の整備 

⑶ 施行期日 
令和８年３月３１日 
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根拠法令 

埼玉県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（昭和６１年埼玉県教育

委員会規則第１３号）（抄） 

 （臨時代理等） 

第４条 教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項について、緊急

に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を招集す

るいとまがないときは、教育長は当該事務について臨時に代理し又は専決処理する

ことができる。 

２ 教育長は、前項の規定により臨時に代理し又は専決処理したときは、次回の教育

委員会の会議にその理由並びに当該事務の管理及び執行の状況を報告しなければな

らない。 
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埼玉県教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関す
る規則（オンライン化規則）の一部を改正する規則 総務課

１ 改正の趣旨

「埼玉県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例」（以下「改正条例」

という。）が県議会令和８年２月定例会において成立したことに伴い、改正条例で新たに規定された「添付書面

の省略」で「規則で定める」としている内容等を踏まえた規則の改正を行う

２ 改正の内容

（１）添付書面等の省略が可能となる条例改正に関連した規定の整備

省略することのできる具体的な書面等について規定する旨の改正を行う。

（２）国の規定（「デジタル手続法」を所管するデジタル庁の省令等）に準じた規定等の整備

国の規定に準じ、規則の「規則名」を含めたその他の規定等の改正を行う。

【省略することのできるようになる書面】

「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令」第５条に規定するもの

（例：住民票、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書）のほか、教育委員会が別に定めるもの。

３ 規則改正の施行日 令和８年３月３１日 ※改正条例の公布日は令和８年３月３１日
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教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（オンライン化規則）
の一部を改正する規則

■改正規則：新設条文

第１２条 添付書面等の省略

（添付書面等の省略）

第十二条 条例第九条に規定する規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する法律施行令（平成十五年政令第二十七号）第五条に規定するもののほか、教育委員会が別に

定めるものとする。

■現行規則名：教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

改正規則名：教育委員会の所管する行政手続等における情報通信技術を活用した行政の推進に関す

る規則
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≪参考資料≫条例改正に係る説明資料
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（オンライン化条例）
の一部を改正する条例 情報システム戦略課

１ 改正の趣旨

令和８年４月から国の「登記情報システム」の利用が地

方公共団体にも拡大されることを踏まえ、バックオフィス

連携により登記事項証明書等の添付書面等の省略を可能と

する通則規定等を整備し、行政手続の利便性向上を図る。

２ 改正の内容

（１）添付書面等の省略が可能となる通則的な規定の整備

国の「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する

法律」（デジタル手続法）に準じ、行政手続において、

国が整備する「法人の登記情報」データを利用すること

で当該情報に係る資料の省略を可能とする規定を整備す

る。

（２）デジタル手続法に準じた規定等の改正

デジタル手続法に準じ、題名を含めたその他の規定等

の改正を行う。

証明書取得

添付資料

３ 改正後の運用
（イメージ図）

不要

不要
法人ベースレジストリ

４ 関連例規

関連する他の条例等も改正（同日施行予定）

５ 条例の施行日（予定）

公布の日から施行

【参考：条例改正】
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（オンライン化条例）
の一部を改正する条例

■改正条例：新設条文

第９条 添付書面等の省略

（添付書面等の省略）

第九条 申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書

その他の規則で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し

添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、県の機関等が、当該

申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書

面等の区分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等に

より確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しな

い。
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埼玉県教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表  

      （傍線の部分は、改正部分） 

新 旧 

埼玉県教育委員会の所管する行政手続等における情報通信技術を活用

した行政の推進に関する規則 

 

（趣旨） 

第一条 埼玉県教育委員会（以下「教育委員会」という。）の所管する手続

等を、埼玉県情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（平成十六

年埼玉県条例第十一号。以下「条例」という。）第三条から第六条までの

規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を

利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある

場合を除くほか、この規則の定めるところによる。 

２ 教育委員会の所管する手続等（条例第三条から第六条までの規定の適用

を受けるものを除く。） を電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別

の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。 

 

（定義） 

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例

による。 

 

 

 

 

埼玉県教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する規則 

 

（趣旨） 

第一条 埼玉県教育委員会（以下「教育委員会」という。）の所管する手続

等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法により行う場合においては、他の埼玉県教育委員会規則に特別

の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（定義） 

第二条 この規則において、「県の機関等」、「書面等」、「電磁的記録」、「申

請等」、「処分通知等」、「縦覧等」、「作成等」又は「手続等」とは、

それぞれ埼玉県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 

（平成十六年埼玉県条例第十一号。以下「条例」という。）第二条第三号、

第五号又は第七号から第十二号までに規定する県の機関等、書面等、電磁 
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２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

一 電子署名 次に掲げるものをいう。 

イ 電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号）第

二条第一項に規定する電子署名 

ロ 政府認証基盤（行政機関の長その他の国家公務員の職を証明するこ

とその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせ

るために運営するものをいう。）の官職証明書に基づく電子署名 

ハ 地方公共団体組織認証基盤（行政機関の長その他の地方公務員の職

を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手

続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。）の職責証明書

に基づく電子署名 

二 （略） 

 

（申請等に係る電子情報処理組織） 

第三条 条例第三条第一項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、教

育委員会又はその管理に属する教育機関（以下「教育委員会等」という。）

の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であっ

て当該教育委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信

できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織と

する。 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第四条 条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法に

的記録、申請等、処分通知等、縦覧等、作成等又は手続等をいう。 

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百

二号）第二条第一項に規定する電子署名をいう。 

   

 

 

 

 

 

 

 

二 （略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第三条 電子情報処理組織（条例第三条第一項の電子情報処理組織をいう。以
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より申請等をする者は、教育委員会の定めるところにより、次の各号に掲

げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、

申請等を行わなければならない。 

一 申請等につき規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこと

とされている事項 

二 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定に基づき添付すべ

きこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録され

ている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項（前号に掲げる事項

を除く。） 

２ 教育委員会が定めるところにより電子署名を行うこととされている申請

等をする者は、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電

子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併

せてこれを教育委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録しなければならない。ただし、教育委員会の定める方法により当該申

請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は県の機関等が申

請等をする場合において教育委員会の定める情報処理システムを使用して

行うときは、この限りでない。 

一～三 （略） 

３ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

下この条において同じ。）を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面

等により行うときに記載すべきこととされている事項その他教育委員会が必

要と認める事項を、教育委員会の定めるところにより、申請等をする者の使

用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して行わ

なければならない。 

一 教育委員会又はその管理に属する教育機関（以下「教育委員会等」とい

う。）の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能 

二 教育委員会等の使用に係る電子計算機と通信する機能 

 

２ 前項の申請等をする者は、入力する事項に係る情報について電子署名を

行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当

するものと併せてこれを教育委員会等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録しなければならない。ただし、教育委員会の定める方法

により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は県

の機関等が申請等をする場合において教育委員会の定める情報処理システ

ムを使用して行うときは、この限りでない。 

 

一～三 （略） 

３ （略） 

４ 第一項の申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに併せ

て提出すべき書面等に記載すべきこととされている事項を、教育委員会の

定めるところにより、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって第

一項各号に掲げる機能を有するものから入力し、又は当該書面等を提出し

なければならない。 

５ 教育委員会等は、第一項の申請等に際して、当該申請等を書面等により
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４ （略） 

 

（情報通信技術による手数料の納付） 

第五条 条例第三条第五項に規定する情報通信技術を利用する方法であって

規則で定めるものは、前条第一項の規定により行われた申請等により得ら

れた納付情報により納付する方法とする。 

 

（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難

又は著しく不適当と認められる部分がある場合） 

第六条 条例第三条第六項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合

とする。 

一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると

教育委員会が認める場合 

二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあ

ると教育委員会が認める場合 

 

（処分通知等に係る電子情報処理組織） 

第七条 条例第四条第一項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、教

育委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る

電子計算機であって当該教育委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信

回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織とする。 

 

行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、教育委員

会の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。 

６ （略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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（電子情報処理組織による処分通知等） 

第八条 教育委員会等は、条例第四条第一項の規定により電子情報処理組織

を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行う

ときに記載すべきこととされている事項を、教育委員会の定めるところに

より、教育委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

しなければならない。 

２ （略） 

３ 条例第四条第一項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号の

いずれかの方式とする。 

一 第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入

力 

二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希

望する旨の教育委員会の定めるところによる届出 

三 前二号に掲げるもののほか、教育委員会が定める方式 

４ 条例第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、第二

項に規定する措置とする。 

 

（処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが

困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合） 

第九条 条例第四条第五項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合

とする。 

一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情が

あると教育委員会が認める場合 

二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるもの

があると教育委員会が認める場合 

（電子情報処理組織による処分通知等） 

第四条 教育委員会等は、電子情報処理組織（条例第四条第一項の電子情報

処理組織をいう。）を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等

を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、教育委員

会の定めるところにより、教育委員会の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録しなければならない。 

２ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

３ 条例第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項

に規定する措置とする。 

 

 

 

（新設） 
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（電磁的記録による縦覧等） 

第十条 教育委員会等は、条例第五条第一項の規定により電磁的記録に記録

されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該

事項をインターネットを利用して縦覧等に供する方法、教育委員会等の事

務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録

されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。 

 

（電磁的記録による作成等） 

第十一条 教育委員会等は、条例第六条第一項の規定により電磁的記録の作

成等を行うときは、当該事項を教育委員会等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方

法により行うものとする。 

 

２ （略） 

 

（添付書面等の省略） 

第十二条 条例第九条に規定する規則で定める書面等及び措置は、情報通信

技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令（平成十五年政令第二十

七号）第五条に規定するもののほか、教育委員会が定めるものとする。 

（電磁的記録による縦覧等） 

第五条 教育委員会等は、電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を

記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用し

て縦覧等に供する方法、教育委員会等の事務所に備え置く電子計算機の映

像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類

による方法により行うものとする。 

 

（電磁的記録による作成等） 

第六条 教育委員会等は、電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を教

育委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

又は磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して

おくことができる物を含む。）をもって調製する方法により行うものとす

る。 

２ （略） 

 

 

（新設） 
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埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

政
の
推
進
に
関
す
る
規
則 

 

第
一
条
中
「
に
関
し
」
を
「
を
、
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
六
条

ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
」
に
、
「
情
報
通
信
の
技
術
」
を
「
情
報
通
信
技
術
」
に
、
「
お
い
て
」

を
「
つ
い
て
」
に
、
「
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
」
を
「
条
例
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

２ 

教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
手
続
等
（
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
も
の
を
除
く
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
条
例
等
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除

く
ほ
か
、
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

 
 

イ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名 

 
 

ロ 

政
府
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の

他
政
府
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
官
職
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 
 

ハ 

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
地
方
公
務
員
の
職
を
証
明

す
る
こ
と
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又

は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
職
責
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
等
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」

を
加
え
、
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お

く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す

る
。 

 

第
五
条
中
「
教
育
委
員
会
等
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
加
え
、

同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 
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第
四
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
等
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」

を
加
え
、
「
（
条
例
第
四
条
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
教
育
委

員
会
の
使
用
」
を
「
教
育
委
員
会
等
の
使
用
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
の
方
式
と
す
る
。 

一 

第
七
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
入
力 

二 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る

旨
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
届
出 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
方
式 

第
四
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又

は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
） 

第
九
条 

条
例
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と

教
育
委
員
会
が
認
め
る
場
合 

二 

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る

と
教
育
委
員
会
が
認
め
る
場
合 

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等

を
す
る
者
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
前
条

の
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

申
請
等
に
つ
き
規
定
し
た
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項 

二 

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ
き
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又

は
記
載
す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
） 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
教
育
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
子
署
名
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 

（
情
報
通
信
技
術
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
） 

第
五
条 

条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
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に
よ
り
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。 

（
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著

し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
） 

第
六
条 
条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
教
育
委

員
会
が
認
め
る
場
合 

二 

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
教

育
委
員
会
が
認
め
る
場
合 

（
処
分
通
知
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
） 

第
七
条 

条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
教
育
委
員

会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で

あ
っ
て
当
該
教
育
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で

き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
申
請
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
） 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
教
育
委
員

会
又
は
そ
の
管
理
に
属
す
る
教
育
機
関
（
以
下
「
教
育
委
員
会
等
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
当
該
教
育
委
員
会

等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の

と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と
す
る
。 

 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
） 

第
十
二
条 

条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
面
等
及
び
措
置
は
、
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
五
条

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

17


